
地域特定施設
生活介護

542 円
609 円
679 円
744 円
813 円

地域特定施設
生活介護

542 円
609 円
679 円
744 円
813 円

地域特定施設
生活介護

542 円
609 円
679 円
744 円
813 円

10 円

22 円 12 円 10 円
22 円 12 円 10 円

夜間看護体
制加算

22 円 12 円 10 円
22 円 12 円 10 円

    2,100,000円

8  2,100,001～ 30,700 円 44,810

8,810

1,714 円 51,420 円

1,758 円 52,740 円
1,959 円 58,770 円

22 円 12 円 10 円

１月あたり
30日として

自己負担額
２割の方

自己負担額
３割の方

円 99,320 円円 15,000 円 8,810 円 90,510

35,160 円
1,306 円 39,180 円
1,446 円 43,380 円
1,576 円 47,280 円

1,172 円

10 円
12 円 10 円

夜間看護体
制加算

円 89,810 円 98,620 円

円
    2,000,000円

7
 2,000,001～

30,000 円 44,810 円 15,000 円

円 8,810 円 84,810 円 93,6206
 1,900,001～

25,000 円 44,810 円 15,000

15,000 円

87,620 円
    1,800,000円

8,810 円 78,810

90,620 円8,810 円 81,810 円5
 1,800,001～

22,000 円 44,810 円

円 15,000 円

    1,900,000円

4
 1,700,001～

19,000 円 44,810

8,810 円 75,810

円

円 84,620 円

円
    1,600,000円

8,810 円 72,810 円 81,620

3
 1,600,001～

16,000 円 44,810 円 15,000 円

円

    1,700,000円

1  1,500,000円以下 10,000 円 44,810 円 78,620 円

2
 1,500,001～

13,000 円 44,810 円 15,000

円 15,000 円 8,810 円 69,810

介護度　５

●　ケアハウス利用料金（令和3年4月1日現在）

階層
区分

対象収入額（1年間
の収入から必要経
費を差し引いた額）

事 務 費 生 活 費 管 理 費

介護度　３
介護度　４

22 円 12 円

冬期加算 合　　　計

(11月～3月) 4月～10月 11月～3月

2,571 円 77,130 円

2,169 円 65,070 円
2,364 円 70,920 円

10 円

介護度　１
介護度　２

サービス提供
体制強化加算

個別機能訓
練加算

介護度　４
介護度　５

介護度　２
介護度　３ 22 円 12 円

22 円

22 円 12 円
介護度　１

サービス提供
体制強化加算

個別機能訓
練加算

介護度　５ 857 円 25,710 円22 円 12 円 10 円

１月あたり
30日として

22 円 12 円 10 円

介護度　４ 788 円 23,640 円22 円 12 円 10 円
介護度　３ 723 円 21,690 円22 円 12 円 10 円

地域密着型特定施設入居者生活介護
ケアハウス幸陽の料金表

●地域密着型特定施設入居者生活介護サービス費

厚生労働大臣が定める基準により、一定以上の所得のある方は２割または3割の自己負担となります。

自己負担額
１割の方

１月あたり
30日として

介護度　２ 653 円 19,590 円22 円 12 円 10 円
介護度　１ 586 円 17,580 円

サービス提供
体制強化加算

夜間看護体
制加算

個別機能訓
練加算

22 円 12 円 10 円



加算となる介護保険対象サービス利用料金（1日あたり）

サービス提供体制
加算

1割22円
2割44円
3割33円

介護職員の総数のうち、介護福祉士の占める割合が100分の7以上で、
サービスの質の向上に資する取り組みが行われている場合

夜間看護体制加算
1割10円
2割20円
3割30円

看護職員により、24時間連絡出来る体制を確保し必要に応じて健康上の
管理を確保している場合

個別機能訓練加算
Ⅰ

1割12円
2割24円
3割36円

機能訓練指導員、看護職員、介護職員、生活相談員等が共同して、個別
機能訓練計画を作成し、その計画に基づき訓練を行っている場合

個別機能訓練加算
Ⅱ

1割20円
2割40円
3割60円

個別機能訓練計画書の情報を厚生労働省に提出している場合

認知症専門ケア加
算Ⅰ

1割10円
2割20円
3割30円

認知症介護にかかる専門的な研修修了者を基準以上配置し、定期的にケ
ア会議を開催し専門的な認知症ケアを実施している場合

口腔衛生管理体制
加算（月額）

1割30円
2割60円
3割90円

歯科医師または歯科医師の指示を受けた歯科衛生士が介護職員に口腔ケ
アに係る技術的助言及び指導を月1回以上行っている場合

医療機関連携体制
加算（月額）

1割80円
2割160円
3割240円

看護職員が協力医療機関または主治医に対して、利用者の健康状況につ
いて月に1回以上情報を提供している場合

口腔・栄養スク
リーニング加算

1割20円
2割40円
3割60円

6ヵ月ごとに口腔の健康状態、栄養状態について確認を行い、その情報
を介護支援専門員に提供・共有している場合

科学的介護推進体制
加算（月額）

1割40円
2割80円
3割120円

入所者ごとのADL値、栄養状態、口腔機能など入所者の心身の状況に係
る基本的な情報を厚生労働省に提出している場合

看取り介護加算
1割72円
2割144円
3割216円

看取り介護の体制ができていて死亡日以前31日以上45日以下に加算（施
設内で看取った場合）

看取り介護加算
（１）

1割144円
2割288円
3割432円

看取り介護の体制ができていて死亡日以前4日以上30日以下に加算（施
設内で看取った場合）

看取り介護加算
（２）

1割　680円
2割1,380円
3割2,040円

看取り介護体制ができていて死亡日2日前及び3日前に加算（施設内で看
取った場合）

看取り介護加算
（３）

1割1,280円
2割2,560円
3割3,840円

看取り介護体制ができていて死亡日に加算（施設内で看取った場合）

退院・退所時連携
加算

1割30円
2割60円
3割90円

医療機関・老人保健施設等からの退院時に、必要な情報の提供を受け計
画書を作成し、サービス利用に関する調整を行った場合

介護職員処遇改善
加算（Ⅰ）

1ヶ月の所定
単位数の
8.2％

介護人材を確保して、適切なサービスの質を保つための措置を講じてい
る場合

介護職員等
特定処遇改善加算
（Ⅰ）

1ヶ月の所定
単位数の
1.8％

介護職員処遇改善加算（Ⅰ）を取得し、処遇改善における複数の取組を
行い、その取組を公表している場合

介護職員等ベース
アップ等支援加算

1ヶ月の所定
単位数の
1.5％

介護職員処遇改善加算を取得し、賃上げ効果の継続に資するよう加算額
の2/3を介護職員等のベースアップ等に使用する場合

事業所の体制変更、利用者の身体状況の変化等により加算内容が変更される場合があります。



利用料金の全額を利用者に負担していただく場合 

               （別途費用のかかるもの） 

 

  区   分         内      容 

光熱水費他 居室内の電気、水道、電話料金 

 日常消耗品 嗜好品、衣類、紙おむつ代、居室用トイレットペーパー、 

シャンプー、リンス、洗濯洗剤等日常消耗品 

 洗濯サービス 週２回の洗濯（リネン代含） 月３,０００円 

但し洗濯機使用での洗濯に向かない私物等は実費負担にて

業者に出していただきます。（ウール類・タオルケット等大

きな物） 

乾燥機使用料 １回２００円 

理  容 毎月１回理容の機会を設けています。 

料金は業者に直接お支払いください。 

 通院の付添い 利用者及びご家族の状況に応じて通院の付添いを行いま

す。 

原則タクシー利用として全額費用を負担していただきま

す。 

但し事業所車両を利用した通院付添いは、当事業所から１

０ｋｍまで片道１,０００円を、１０ｋｍ～２０ｋｍまで片

道２,０００円をお支払いただきます。 

 


